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第1部 総 論

第1章 通信及び情報化の現況

昭和56年 度の我が国の経済は,名 目経済成長率5.2%,実 質経済成長率2.8

%と 低い伸びにとどまった。これは,第 二次石油危機のデフレ効果,54年 春

以降の金融引締め等の影響により,景 気調整過程が予想外に長引いたこと,

さらに景気調整過程が終わった56年 夏以降 も,内 需は緩やかながら回復の方

向にあるものの,景 気全体としてはジグザグ型の動 きを示 したことが影響 し

たためと考えられる。

社会経済活動の基盤をなす通信の分野においては,こ のような鈍い景気回

復過程にある経済状況に影響されたものの,社 会の情報化の進展等に支えら

れ,通 信サービスの総生産額(収 入額)を みる限 りでは安定 した 伸 び を示

し,全 体では6兆5,817億 円と前年度に比べ7.7%の 増加となった。

本章では,56年 度の通信について,通 信産業の動向,通 信事業経営の現況

及び家計 と通信について概述 し,更 に我が国の情報化の動向及び諸外国にお

ける情報通信の動向について取 り上げることとする。

第1節 昭和56年 度の通信 の動 向

1社 会経済動向と通信

(1)通 信産業の動向

ア.概 況

最近の通信産業を取 り巻 く環境は,エ レクトロニクス技術の急速な進展,

情報通信に対するニーズの高度化 ・多様化等を背景として大きな変化の潮流
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第1-1-1表 通信 ザー ビスの生産 額 (単位:億 円)

区 分i55年 劇 56年 度 増 △減率(%)備 考

郵 便

公 社 電 話

有線放送電話

国 際 電 話

8,540

35,257

180

711

36,148

10,838

公 社 電 信

国 際 電 信 匿
公 社 専 用

国 際 専 用

公通
荏丁

タ信

公社 データ通
信 設 備

公社 データ
通信 回線等

915

93

8ユ7

783

36,398

182

897

唯
1,008

1,600

940

71

968

932

37,477

1,224

国 際 そ の 他

NHK

民
間
放
送

ラ ジ オ

テ レ ビ ジ ョン

計

参

考

国民総生産

民 間 最終消費 支 出

47

2,650

1,334

8,529

12,513

61,126

2,391,548

1,387,812

1,011

1,900

73

2,740

1,425

9,129

13,294

65,817

2,515,326

1,462,137

26。9

3.2

1.1

26,2

△3 .9

△3.3

2.7

△23.4

18.5

19.0

3.7

△3 .6

O.3

18.8

55.3

3.4

6.8

7.O

6.2

7.7

5,2

5,4

郵政事業特別会計に
おける郵便業務収入

電電公社の電話収入

各事業体の事業収入
合計

国際電電の電話収入

電電公社の電信収入

国際電電の電信収入

電 電公社 の専用 収入

(デー タ通 信収入を除
く。)

国際 電電の専用収入

(データ通 信収 入の
一部 を含む。)

電電公社 のデー タ通
信収入

国際電電のその他の
収入

受信料収入と交付金
収入

民間放送各社のラジ
オ収入

民間放送各社 のテ レ
ビ収入

名目額

名 目額

(注)1.郵 政省,電 電公社,国 際電電,NHK等 の資料に よる。

2.国 民総生産,民 間最終 消費支 出は,経 済企画庁資料 に よる。
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が み られ る。 特 に,生 産 性 向上 や 製 品 の 品 質 向上 等 を 目的 と した 製造 部 門 に

お け る情 報 化 に と どま らず,事 務 管 理 部 門 や 日常 生 活 の 段 階 に お い て も情 報

化 の 高 ま りを み せ て い る。

この よ うな 状況 の下.主 な通 信 サ ー ビス の総 生 産 額(収 入 額)は ,郵 便,

電 信 ・電 話,放 送 と もに安 定 した 伸 び を示 し,前 年 度 に比 べ7.7%の 増 加 と

な った(第1-1-1表 及 び第1-1-2図 参照)。

イ,国 内 通 信産 業 の動 向

最 近 の 国 内 通信 の動 向 は,第1-1-3図 の とお りで あ る。

郵 便 サ ー ビス に つ い てみ る と,56年 度 の 内 国 郵便 物 数 は対 前 年 度 比5,4%

減 の148億 通(個)と,マ イ ナ スの 伸 び 率 とな った 。 これ は主 と して56年1

月 及 び4月 に 実施 され た料 金 改 定 の 影 響 に よ る もの と思わ れ る。

年 賀 及 び選 挙郵 便 物 を除 いた 平 常 信 の 動 きを み る と,121億 通(個)と な り,

対 前 年 度 比5.3%の 減 少 とな っ てい る。 これ を 種類 別 にみ る と第1種 郵便 物

(一般 の封 書,郵 便 書 簡 等)は,対 前 年 度 比2.1%増 の57億 通,第2種 郵便 物
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第1-1-2図 通信サー ビス生産額 の推移
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第1-1-3図 国内通信の動向

(46年度=100)
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郵 政 省,電 電 公 社,NHK資 料 に よ り作 成 。

(郵便葉書)は,対 前年度比12.1%減 の45億通,第3種 郵便物(認 可を受け

た定期刊行物を内容とする郵便物)は,対 前年度比9.7%減 の11億 通,第4

種郵便物(通 信教育を行 うために発受する郵便物等)は,対 前年度比1.9%

減の2千 万通,小 包郵便物は,対 前年度比15.2%減 の1億6千 万個で あ っ

た。郵便物の大宗を占める第1種 郵便物と第2種 郵便物の増減の差が著 しい

のは,料 金改定の結果,両 者の間の料金格差が縮小したためと思われる。

郵便サービスの生産額(外 国郵便物を含む。)でみると,料 金の改定の影

響等により,対 前年度比26.9%増 の1兆838億 円となった。

なお,55年 度の我が国の総郵便物数は158億 通(個)と 米国,ソ 連に次ぎ

世界第3位 であるが,国 民1人 当た りの差出通数についてみると,我 が国は

135通 であ り,米 国の482通,フ ラソスの243通,西 独の228通,英 国の182通

等と比べて少なく,世 界第19位 となっている。

電信サービスについてみると,電 報の発信通数は電話等の普及により38年

度の9,461万 通をピークに,そ の後は減少を続けてきたが,52年 度以降はほ

ぼ横ばいの状況にあ り,56年 度においては4,196万 通 となっている。また,

利用内容からみると慶弔電報の全体に占める割合が高 く,56年 度では74%で
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あ った。

加 入 電 信 加 入 数 は,51年 度 末 の7万6千 加 入 を ピー クに減 少 傾 向 に あ り,

56年 度 末 に は5万2千 加 入 と,対 前 年 度 比9 .4%の 減 少 とな った 。 これ は デ

ー タ通 信 や フ ァ クシ ミ リ等 の他 の通 信 メデ
ィア へ の移 行 等 が あ った た め とみ

られ る。

56年 度 の 電 信 サ ー ビス の生 産 額 は ,加 入 電 信 加 入数 の減 少 等 の た め,615

億 円 と対 前 年 度 比3.9%の 減 少 とな った。

56年 度 末 の 加 入 電 話等 加 入 数 は,対 前年 度 比3.1%増 の4,028万 加 入 とな

り,4千 万 の大 台 に達 した 。 この うち,一 般 加 入 電 話 につ い て は134万 加 入

増 設 され た 。 地 域 集 団電 話 につ い ては,農 山 漁 村 に お け る電 話 サ ー ビス の改

善 を 図 るた め,一 般 加 入 電 話 へ の種 類 変 更 が進 め られ てい るが,56年 度 に お

い ては13万2千 加入 が変 更 され た 。

電 話 の 普 及 状 況 に つ い てみ る と,人 口100人 当 た りの加 入 電 話 普 及 率 は

34.1加 入 とな っ た。

また,電 話 機 数 で は,米 国 に 次 い で世 界 第2位,人 口100人 当た りの電 話

機 数 で は,米 国,ス ウ ェー デ ン,ス イ ス,カ ナ ダ等 に次 い で 第9位 に位 置 し

てい る。

電 話 に対 す る ニー ズは,一 般 家 庭 に お け る電 話 の普 及 及 び事 業所 に おけ る

事 務 効 率化 等 を背 景 として 高 度 化 ・多様 化 の傾 向を 強 め て い る が,こ のた め

各 種 の 附 属 装置 等 も着 実 に増 加 して い る。

これ を 日本 電 信 電 話 公 社(以 下 「電 電 公 社」 とい う。)が 提 供 してい る附

属 装 置 等 に つ い てみ る と,親 子 電 話 は566万 個,プ ッシ ュホ ン372万 個,ホ ー

ム テ レホ ソ112万 セ ッ ト,ビ ジネ ス ホ ン414万 個,電 話 フ ァ クス等3万 台 とな

って い る。 また,従 来 か らのサ ー ビスに 加 え,「 ミニ フ ァ クス」,「フ ァ ク シ

ミ リ通 信 網 サ ー ビス」,「自動 着 信転 送 サ ー ビス」 等 が新 た に提 供 され た。

電 話 サ ー ビス の生 産 額 につ い て は,56年8月 か ら遠 距離 通 話 料 金 の 引 下

げ,日 曜 ・祝 日割 引等 の 実 施 が な され た もの の,対 前 年 度 比3.2%増 の3兆

6,398億 円 とな った 。
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な お,農 林 漁 業 地域 の通 信 手 段 と して利 用 され て い る有 線 放 送 電 話 の端 末

設 備 数 は,前 年 度 に 比 べ て3・0%減 少 し,167万 台 とな った 。

また,有 線 放送 電話 サ ー ビス の生 産 額 は,前 年 度 に 比 べ1.1%増 の182億 円

とな った 。

ポ ヶ ッ トベ ルサ ー ピス の加 入 数 は,対 前 年 度 比14.0%増 の124万 加 入,サ

ー ビス提 供 地 域 は56年 度 末 で66地 域 とな った 。

ポ ヶ ッ トベ ルサ ー ビス の生 産 額 は,対 前年 度 比6.2%増 の197億 円 とな っ て

い る。

専 用 サ ー ビスは,銀 行,会 社 等 の 本 支 店,工 場 間 等 で 電 話,デ ー タ伝 送,

フ ァ ク シ ミ リ伝 送 等 多 様 な用 途 に利 用 され て い る。

そ の 利用 動 向を 回 線 数(帯 域 品 目の うちD～J規 格 及 び 符 号 品 目 の 回 線

数)で み る と,56年 度 末 現 在,対 前 年 度 比2.4%増 の30万9千 回 線 とな っ た。

これ を 規格 別 にみ る と,主 と して通 常 の 音声 伝 送 に 利 用 され て い るD規 格 が

22万 回 線 と,全 体 の71.1%を 占め てい る。

56年 度 の専 用 サ ー ビスの生 産 額 は,対 前 年 度 比2.7%増 の940億 円 とな っ

た 。

デ ー タ通 信 は,56年 度 も順調 に推 移 し,デ ー タ通 信 シ ス テ ム数 は,前 年 度

に 比 べ22%増 加 し,7,171シ ステ ム(私 設 シス テ ム を 除 く。)と な っ た。

デ ー タ通 信 回 線 の うち特 定 通 信 回線 は,11万5千 回 線 と前 年 度 に 比 べ て

15.1%増 加 して お り,公 衆 通 信 回線 も4万4千 回 線 と対 前 年 度 比27.9%の 増

加 とな った 。

この よ うな 状 況 の下 で,電 電 公社 の デ ー タ通 信 サ ー ビス の生 産 額 は,対 前

年 度 比18・8%増 加 し1,900億 円 とな った。 こ の うち デ ー タ通 信 設 備 関 係 の生

産 額 は 対 前 年 度 比18・5%増 の968億 円,デ ー タ通 信 回線 等 の生 産 額 は対 前年

度 比19.0%増 の932億 円で あ る。

放 送 関 係 では ・ 日本 放送 協 会(以 下rNHK」 とい う。)の 受 信 契 約 総数

は56年 度 末 にお い て対 前年 度比1,8%増 の2,979万 件 とな った 。 民 間 放 送 に お

い て は,テ レ ビ単 営 社3社,ラ ジ オ単 営 社1社 が 新 た に設 立 され た 。
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放 送 サ ー ビス の生 産 額 の うちNHKに つ い て は,対 前年 度 比3.4%増 の

2,740億 円 とな った。 ま た,民 間 放 送 では,ス ポ ッ ト収入 を 中心 とす る広告

料 収 入 の伸 び に 支 え られ,対 前 年 度 比7.0%増 の1兆554億 円 とな った 。

有 線 放送 の うち有 線 テ レ ビジ 可ン放 送 の 施 設 数 は,対 前 年 度 比10.2%増 の

3万1千 施設,受 信 契約 者 数 は,対 前 年 度 比10.9%増 の333万5千 とな った 。

この うち営 利 を 目的 と して い る許 可 施 設 数 は37施 設,受 信 契 約 者 数 は13万 で

あ り,年 間 利用 料 は対 前 年 度 比7,7%増 の16億3,700万 円 とな って い る。

右線 ラジ オ放 送 の施 設 数 は,対 前 年 度 比5.9%増 の9,120施 設 とな った。 こ

の うち有 線 音 楽 放 送 関係 の施 設 数 は689施 設,加 入 者 数 は 約47万 加 入 とな っ

て お り,年 間利 用 料 は約226億 円 に達 して い る と推 定 され る。

ウ.国 際 通 信 産 業 の動 向

最 近 の 国際 通 信 の動 向 は,第1-1-4図 でみ る とお り,郵 便,電 報 は横

ば い傾 向 に あ り,電 話,加 入 電 信 は 大 きな伸 び を示 してい る。

外 国郵 便 物 数 を み る と,外 国 あ て の もの につ い ては 対前 年 度 比3.0%増 の

1億1,494万 通(個)で あ り,一 方,外 国 来 の もの は対 前 年 度 比1.4%増 の1

第1-1-4図 国際通信の動 向
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億1,925万 通(個)で あ った 。 通 常 郵 便 物 の地 域 別交 流状 況 をみ る と,差 立

で は,ア ジ ア 州 が最 も多 く31.3%を 占め,到 着 で は北 ア メ リカ州 が36・4%と

最 も多 い。 また,航 空 便 の 占 め る割 合 は,差 立 及 び到 着 を 含め た 外 国 郵便 物

全 体 で,56年 度 は80.4%で あ った 。

国 際 電信 サ ー ビス につ い てみ る と,国 際 電報 は 国際 加 入 電 信 の普 及 等 に よ

り停 滞 の傾 向 に あ り,56年 度 に お け る取 扱 数 は294万 通 と前 年 度 に 引 き続 き

11.9%の 減 少 とな った 。 地 域 別 に み る と,ア ジ ア 州が 最 も多 く57.5%を 占 め

て い る。

国際 加 入 電 信 取 扱 数 は,対 前 年 度 比10.8%増 の4,207万 度 とな った 。 また,

56年 度 末 の 国際 加 入 電 信 加 入数 は7,918加 入,電 電 公 社 の加 入 電信 加 入 者 で

国 際 利 用 登 録 を して い る者 の数 は,2万1,325加 入 で,そ れ ぞれ 順 調 な伸 び

を 示 してい る。

なお,国 際 電 信 サ ー ビス の生 産 額 は,56年4月 か ら実施 した 料 金 引下 げ の

影 響 も あ り,対 前年 度 比3.3%減 の609億 円 とな った。

国 際 電 話 サ ー ビス に つ い てみ る と,そ の 通 話度 数 は対 前 年 度 比26.9%増 の

2,973万 度 とな り,こ れ を生 産 額 でみ る と,対 前 年 度 比26。2%増 の897億 円 と

な った 。 対地 別 で は ア ジ ア州 が 最 も多 く,47.0%を 占 め て い る。

また,国 際 ダ イ ヤ ル通 話 の利 用 は 年 々増 加 して お り,56年 度 末 に お い て

は,全 発 信度 数 の45.1%を 占め るに 至 った。

国 際 専用 回線(特 定 通 信 回線 等 を 含む 。)の 回 線 数 は,56年 度 末 現 在 で音

声 級 回 線211回 線,電 信 級 回線625回 線 とな り,前 年 度 に比 べ 各 々11回 線,13

回 線 の 増 加 とな っ た。

国 際 専 用 回 線(特 定 通 信 回 線 等 を 含む 。)の サ ー ビス 生 産 額 は,56年4月

か ら実 施 した 料金 引下 げ の影 響 で,対 前 年 度 比23.4%減 の71億 円 とな っ た。

国 際 デ ー タ通信 の シ ス テ ム数 は,56年 度 も順 調 に推 移 し,前 年 度 に 比 べ

25.0%増 加 し,195シ ス テ ム(私 設 シ ス テ ムを 除 く。)と な った 。

国 際 放 送 に つ い て は,地 域 向 け 放 送時 間 は延 べ23時 間30分,一 般 向け 放送

時 間 は13時 間30分 で あ り,前 年 度 と変 わ りが な か った 。
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(2)通 信 関 連 産 業 の 動 向

ア.通 信機 械 工 業

56年 度 の通 信 機 器 の受 注 実 績 額 は,1兆868億 円で 前年 度 に比 べ15。5%の

増 加 を示 した(第1-1-5表 参 照)。 内 訳 で は,有 線 通 信 機 器 が8,562億 円

で対 前 年 度 比16.1%の 増 加,無 線通 信機 器 が2,306億 円 で13.5%の 増 加 で あ

っ た 。

有 線 通 信 機 器 の 中で 電 信 装 置 は,そ の大 部 分 を 占め る フ ァ ク シ ミリが 対前

年 度比43,9%の 増 加 を 示 した の に 伴 い37.9%の 増 加 とな った。 また,電 話 応

用 装 置 が30,0%増 と順 調 な 伸 び を示 して い る。

第1-1-5表 通信機器受注実績額

区 別 155年 劇56年 劇 増 ・榊

有

線

通

信

機

器

電 話 機

(回転 ダイヤル式 自動電話機)

交 換 機
(電子交換機)

電 話 応 用 装 置
(ボタン電話装置)

電 信 装 置

(フ ァ クシ ミ リ)

搬 送 装 置(
符号伝送装置)

393億 円

(136)

2,359
(1,420)

993
(739)

1,066
(911)

1,545
(377)

455億 円

(138)

2,481
(1,589)

1,291
(916)

1,470
(1,310)

1,826
(451)

15。6%

(1.4)

5,2
(11.9)

30。0

(24.0)

37.9
(43.9)

1891
(19.5)

有纐 信簾 用部副 1,021 1,041 1.9

小 計 7,378 8,562 16.1

無 線 通 信 機 器 2,032 2,306 !3.5

合 計 9,410 10,868 15.5

通信機械工業会資料 による。

(注)()内 は,再 掲である。
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イ.電 線 工 業

社 団 法 人 日本 電線 工 業 会 資 料 に よ る と,56年 度 の 電 線 の 受 注 実 績 額 は1兆

1,529億 円 と,1.8%の 減 少 を 示 した 。 この うち,銅 電 線 は1兆627億 円 で1・3

%の 減,ア ル ミ電 線 は903億 円 で6.9%の 減 で あ った。

な お,銅 電 線 の 品種 別 で は 通 信 ケ ー ブル が1,810億 円 で1.5%の 減 少 を 示 し

た 。

需 要 部 門 別 で は官 公 需 が1,443億 円(対 前 年 度 比4.0%減),民 需 が8,501億

円(対 前 年 度 比1.2%減),外 需 が1,586億 円(対 前 年 度 比3.1%減)で あ っ

た 。 官 公 需 の うち,電 電 公 社 か らの 受注 は1,308億 円 で前 年 度 に比 べ2.8%の

減 とな った。

ウ,電 子 計 算機 製 造 業

通 商 産 業 省(以 下 「通 産 省」 とい う。)「生 産 動 態 統 計 」 に よ る と,56年 の

電 子 計 算 機 生産 額 は本 体 で5,670億 円,附 属 装 置 を含 め る と1兆3,026億 円

と な り,前 年 に 比 べ16.4%の 増 加 とな っ た。 同省 の 「電 子 計 算 機 納 入 下 取 調

査 」 に よ る と,56年6月 末 に お け る我 が 国 の実 働 電 子 計 算 機 は9万1,603台,

4兆2,586億 円 に達 して お り,前 年 同期 に比 べ,台 数 で22.0%,金 額 で14。6

%の 伸 び を示 した 。

エ.電 気 通 信工 事 業

社 団 法 人 電 信電 話 工 事 協 会資 料 に よる と,56年 度 に お け る電 電 公 社 か らの

受 注 契 約 額 は,6,006億 円 で前年 度 に比 べ2.5%の 増 加 を 示 した 。 この うち

5,175億 円が 通 信 線 路 工事,831億 円が 通 信 機 械 工 事(伝 送 無 線 工 事 を含 む 。)

で あ った 。

オ.民 生用 電 子機 器 製 造 業

通 産 省 「生 産 動 態 統 計 」 に よる と,56年 度 の 民 生 用 電 子 機 器 の生 産 実 績 額

は,3兆5,406億 円 と前年 度 に比 ぺ18.0%の 増 加 とな った 。

内訳 で は テ レ ビが7,687億 円 で対 前 年 度 比4.6%減,テ ー プ レ コ ー ダ が

8,834億 円 で3・9%増 ・ ス テ レオ が5,080億 円 で4.8%の 減 少 を示 した 。 特 に,

家 庭 用VTRは1兆1,902億 円 で,77.4%増 と前 年 度 に 引 き続 き著 しい伸 び
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を 示 した 。

カ.そ の 他

56年10月 現 在 の 新 聞 協会 会 員 新 聞 社 の発 行 す る一 般 日刊 紙 の 総発 行 部 数 は

4,725万6,150部 で,前 年 同期 に 比べ86万5,054部,1.9%の 増 加 とな った。 こ

れ は1世 帯 当た りで1.30部,人 口1,000人 当 た りで575部 とな っ てい る。

一 方
,ニ ュー ス供 給 業 の56年 度 に お け る一 日平 均 の 二 凸 一ス提 供 量 は,新

聞 向 け が26万 字,放 送 向 け が2万5千 字 と前 年 度 と同 量 を示 した 。 写 真 は そ

れ ぞれ98枚,15枚 と前 年 度 に 比 べ増 加 した。 また,外 電 に お い ては,受 信 が

66万 語,送 信 が18万 語 で あ り,受 信 が 前年 度 に比 べ6万 語 の増 加 を示 した 。

56年 に お け る 出版 業 界 の推 定 実 売 金額 は,1兆4,813億 円 と前 年 に 比 べ1,9

%の 増 加 とな った 。

内訳 を み る と,書 籍 の 推 定 発行 部数 が10億9,025万 冊 で6,908億 円,雑 誌 では

月刊 誌 が16億7,564万 冊,週 刊 誌 が13億5,855万 冊 で7,905億 円 に な って い る。

広 告 業 の事 業 所数 は,56年12月1目 現 在 で3,590と 前年 度 に比 べ1.9%減 少

したが,年 間 売 上 高 は2兆4,977億 円 と4.1%の 伸 び を示 した 。

(3)通 信 事 業 経 営 の 現 状

ア.通 信 事 業 の収 支 状 況

56年 度 に おけ る通 信 事 業 の 収支 状 況 は,予 想 外 に長 引 い た景 気 調 整 と緩 や

か な 回 復過 程 の 中 に おい て,お お むね 順 調 な推 移 を み た。 以下,個 々の事 業

につ い て56年 度 の収 支 状 況 を 概 観 す る こ と とす る(第1-1-6表 及 び 第1

-1-7図 参照)。

郵 便 事 業 に つ い て は,55年 度 は370億 円 の赤 字 で あ った が,56年 度 に お い

て は,収 入 は1兆1,866億 円(対 前年 度比26。2%増),支 出 は1兆692億 円

(対前 年 度 比9.4%増)で1,174億 円 の収 支 差 額 を生 じ,累 積 欠 損 金 は1,320億

円 に減 少 した 。

電電 公社 につ い ては,収 入 は4兆1,671億 円(対 前 年 度 比4.0%増),支 出

は3兆8,114億 円(対 前 年 度 比5・3%増)と な り3,558億 円の 収 支差 額 を生 じ

た 。
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第1-1-6表 通信事業 の収支状況

区 別

郵便 事業

電電公 社

国際電 電

有 線放 送
電 話

NHK

民

間

放

送

ラ ジ オ・
テ レビ

兼 営 社

ラジオ

単営社

テ レビ

単営社

全 産 業

製 造 業

電 気 業

年

度

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

収 入
支 出

総 額 人磐

百 万 円 百 万 円
940,233977,318

1,186,618

(126。2)

1,069,268

(109.4)

%
72,0

72,1

収支差額

百 万 円

4,006,306

4,167,137

(104.0)

百 万 円

3,618,252

3,811,369

(IO5.3)

百 万 円
△37,085

U7,350

百 万 円

156,635

171,169

(109.3)

万 円
2,505

2,661
(106.2)
百 万 円

272,045

282,379

(103.8)

百 万 円

11,505

12,022

(104.5)

百 万 円

4,092

4,215

(103.0)

%百 万 円
33.7388,054

34.2355,768

百 万 円%

141,05234.4

157,45333.6

(lI1.6)

万 円
2,504

2,511
(100.3)

%
49.4

50.4

百 万 円%

251,34634.4

267,17234,7

(106.3)

百 万 円

10,208

10,944

(107.2)

百 万 円

3,580

3,718

(103.9)

%
32.0
31.8

%
26.9
26.3

百 万 円

15,583

13,716

万 円
1

150

百 万 円

20,699

15,207

百 万 円

1,297

1,078

百 万 円
512

497

収支率

%
103。9

90。1

百 万 円

9,484

9,831

(lo3.7)

億 円

6,461,651

7,108,943

(110,0)

%
90.3
91.5

百 万 円
8,552

8,836

(103.3)

%
20.7
20.4

億 円%
6,213,4909,7

6,853,07010.2

(110.3)

億 円 億 円
2,228,5572,109,220

2,473,5302,345,979

(111.0)(ll1.2)

%
13.3
13.9

億 円

111,588

116,837

(104.7)

億 円

91,153

99,930

(109.6)

%
8.9
8.5

%
90.1
92.O

%

100。0

94.4

%
92.4
94.6

%
88.7
91.0

%
87.5
88.2

百 万 円%
93290.2

99589.9

億 円

248,161

255,873

億 円

119,337

127,551

億 円
20,435

16,907

%
96.2
96.4

%
94,6
94.8

%
81.7
85.5

備 考

郵便事業の直接収支
のほかに郵便事業に

係 るその他雑収入及
び総係費 等 を 含 む

(損益計算に よる。)。

損益計算書による総
合収支

損益計算書による総
合収支

810施 設

771施 設

1施 設当た

りの平均値
。事業外収

支を含む。

損益計算書による総合収支

36社

36社

17社

18社

59社

62社

1社 当た り
の平均値。

損益計算書
に よる総合
収支

「法人企業統計」(大
蔵 省)に よ り,資 本
金1,000万 円以上の
企業 を対象に作成。
55年度 「法人企業統

計年 報」の うち対
象企業 の合計

56年度 「法人企業統

計季報」の56年4
～6月 期か ら57年

1～3月 期 までの

合計

(注)()内 は,対 前年度比(%)を 示す。
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第1-1-7図 通信事業 の収支率

130

120

110収

支

率100

90

80

!〆 ＼

///＼ ＼

//＼

ジノー モ≧疑 》 織 灘

鈎
%輩 度4950515253545556

(注)・ 収支率 一講 ・1・。

Z民 間放送 は,全 社(56年 度は116社)の 平均値 である。

国 際 電 信 電話 株 式 会 社(以 下 「国際 電 電 」とい う。)につ い ては,収 入1,712

億 円(対 前 年 度 比9.3%増),支 出 は1,575億 円(対 前 年 度 比11,6%増)と,

差 し引 き137億 円の 収 支 差額 を計 上 した 。

NHKに つ い て は,収 入 は2,824億 円(対 前 年 度 比3.8%増),支 出 は2,672

億 円(対 前年 度 比6.3%増)で 差 し引 き152億 円 の 収 支差 額 とな った。

民 間放 送 につ い ては,収 入 が広 告 料 収 入 の 伸 び に支 え られ,総 収 入 は 対 前

年 度 比7.2%増 の1兆1,182億 円 を計 上 した。 また,総 支 出 は8.1%増 の1兆

88億 円 とな り,収 支 差 額 は1,094億 円 とな った。

イ.通 信 事 業 の財 務 構 造

56年 度 に おけ る各 事 業 体 の財 務 比 率 は,第1-1-8表 の とお りで あ る。

郵 便 事業 で は,人 力 依 存度 が高 い事 業 の性 格 に よる ほか,局 舎借 入,輸 送

の 外 部 委託 等 の運 営 形 態 を と って い る こ とに よ り,労 働 装 備 率 は他 の通 信事

業 及 び 他産 業 に比 べ て低 い 。

全 国 的 な 規模 の設 備 を 有す る事 業 の性 格 を 反映 して,電 電 公社 の総 資 産 に
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第1-1-8表 通信事業 の財務比率

区 別

郵 便 事 業

電 電 公 社

国 際 電 電

N H K

民

間

放

送

ラ ジオ ・テ レ ビ

兼 営 社

ラジ オ 単 営 社

テ レ ビ 単 営 社

全 産 業

製 造 業

電 気 業

年

度

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

55

56

総資産に
占める固
定資産比
率

%
57.6
56.6

90.8

91.8

67.9

68。8

70.7

68.0

53.8

53.0

54.9

52.5

44.0

45.7

36.0

35.7

35,2

34.8

89.7

90,8

固定比率

%
150.1
136.9

224.9

215.9

113.9

115.7

119.9

113,4

102.3

101.7

124.l

l12.1

100.2

103.1

231.8

214.5

167.8

151.5

629.4

624.9

固定資産
対長期資
本比率

負債比率

%%
91.9160.7
92.7141.8

94.1147.6

95.2135.3

84,9

86.1

67.8

68.1

85.769.6

81.466.8

70.889.0

69689.7

83.9126.0

78.9114.2

68.5127.9

67.ll21.1

88,0

85.0

543.3

500.2

流動比率

%
Il3.5
111.4

239.3

210.9

161.2

156.2

152.6

173.5

197.8

200.3

112.6
141.5

160.5
181.0

82.5

78.0

113.1

112.3

IO9.6

112.0

376.6114.8

335.6119.3

601.4

588.O
52.7

51.4

労 働
装備率

千 円

4,028

4,276

23,507

25,067

13,684

15,ll9

8,560

8,858

8,599

10,172

8,018

8,274

10,925

12,024

5,950

6,140

4,967

5,163

83,395

92,904

(注)・ 齪 比率 整 雛 ・1。・

固定資産対長期資本比率 ・自己罐.i議 負債・1・・

負債比率・畿 本・1・・ 鰍 率 ・霧 難 ・1・・

労働装備率:前'当 年墜 平均(有形固定資産一建設仮勘定)
剛 ・当年度 末平均従業員 数

2.郵 便事業 は,郵 政事業 特別会計 の数字を使用 した。

3.全 産業,製 造業及び電気業 につ いては,「 法人企業統計 」(大蔵 省)に ょ

り・資本金1・000万 円以上 の企業 を対象 に作成。55年 度は 「法人企業統計

年報」の うち対象企業の合計,56年 度は 「法人企業統計季報」の56年4～

6月 期 から57年1～3月 期 までの合計で ある。
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占める固定資産比率及び労働装備率はそれぞれ91.8%及 び25,067千 円で,他

の通信事業及び他産業と比較 して高い値を示 している。56年度においては,

固定比率,負 債比率も更に向上し,そ れぞれ215.9%及 び135.3%と なった

が,流 動比率は210.9%に 減少した。

国際電電では,お おむね前年度と同様の財務状況にあるが,固 定比率が増

加 し,労 働装備率も増加 したが,流 動比率は減少した。

NHKで は,固 定比率,固 定資産対長期資本比率,負 債比率が減少し,流

動比率が増加 している。

民間放送においては,NHKと 比較 して総資産に占める固定資産比率がお

おむね低くなっている。

ウ.通 信関係設備投資の動き

56年度の通信分野における設備投資額は,1兆9,973億 円であり,対 前年

度比3.1%の 増加 となった。これを各分野別にみると,第1-1-9表 のと

お りである。

郵便事業では,老 朽狭あい 局舎の改善を図 り,郵 便局の増置を行 ったほ

か,郵 便物の処理の近代化 ・効率化の一環として,56年 度においても郵便番

第1-1-9表 通信関係設備投資額

区 別

郵 便 事 業

電 電 公 社

国 際 電 電

NHK

民 間 放 送

計

55年 度

億 円
1,125

17,090

308

238

6i7

19,378

56年 度

億 円
1,099

17,523

382

269

700

19,973

増 △減率

△2.4

%

2.5

24.0

13.3

13,5

3.1

内部資金
比 率

58.6

%

67.6

100.0

67.0

備 考

郵政事業特別会計
の建設投資額

資金調達額に占め
る内部資金の比率

減価償却額と有形
固定資産増加額か
ら推定
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号自動読取区分機 ・郵便物自動選別取 りそろえ押印機等の省力機械が配備さ

れ,引 き続 き機械化が推進された。 これ らの設備投資額は前年度 に 比 べ て

2.4%減 の1,099億 円であり,そ のうち644億 円が自己資金で,455億 円が財政

投融資(簡 保資金)か らの借入金である。

電電公社においては,56年 度は対前年度比2.5%増 の1兆7,523億 円の設備

投資が行われた。これにより一般加入電話は,134万 加入の増設(地域集団電

話から一般加入電話への種類変更13万2千 加入を含む。)が行われた。 さら

に,公 衆電話7万4千 個をはじめ,プ ッシュホン64万8千 個,ホ ームテレホ

ン22万1千 セ ット,電 話ファクス2万1千 個,ピ ソク電話5万6千 個等が設

置され,局 舎の建設,通 信設備の拡充並びに維持改良,加 入区域の拡大,デ

ータ通信システムの建設等も行われた。資金調達額は2兆4,706億 円であ り,

このうち内部資金は1兆6,696億 円,加 入者債券,特 別債券等の外部資金は

8,010億 円とな り,内 部資金比率は前年度の68.3%に 対 して56年度は67.6%

となった。

国際電電においては,382億 円の設備投資が行われた。これにより,小 山

新中央局の建設,茨 城衛星通信所におけるインマルサ ット通信衛星用地球局

の建設,山 口衛星通信所及び茨城衛星通信所における海事衛星運用管制用設

備の設置,非 常災害対策設備の建設等が行われた。また,国 際通信回線につ

いては,加 入電信回線196回 線,電 話回線357回 線,専 用回線24回 線,そ の他

39回線,合 計616回 線が新増設された。

NHKに おいては,269億 円の建設投資が行われた。テ レビジ ョン放送に

っいては,テ レビジ ョン放送難視聴の解消のための極微小電力テレビジ ョソ

放送局(ミ ニサテ)を 含め,総 合放送137局,教 育放送126局 を開設 した。ラ

ジオ放送については,第1放 送において3局,FM放 送において5局 を開設

した。また,画 質改善等のためのテレビジョン基幹放送所の整備,ス タユナ

設備の整備・音声多重放送関係設備の新設等が進められた。これら建設資金

の調達についてみると,内 部資金は181億 円,放 送債券等の外部資金は88億

円となっている。



第1章 通信及 び情報化の現況 一17一

民 間 放送 に お い て は,対 前年 度 比13.5%増 の700億 円 の設 備 投 資 が 行わ れ,

新 た に テ レビ単 営 社3社,ラ ジオ単 営 社1社 が 設 立 され た のを は じ め と し

て,テ レ ビジ ョソ放 送 局556局 の 開設 等 が 行 わ れ た。

(4)家 計 と通 信

家 計 に お け る1世 帯 当た り年 間 の 通 信 関係 支 出(郵 便 料,電 報 ・電話 料 及

び 放 送 受 信 料)は,56年(1～12月)に お い て6万2,775円 で あ る(第1-

1-10表 参 照)。 これ は,前 年 に比 べ5.1%の 増 加 で,郵 便 支 出及 び 電報 ・電

話 支 出 の伸 び に よ る もの で あ る。 家 計 に お け る通 信 関 係 支 出 は全 消 費 支 出 の

2.2%に す ぎな いが,過 去 の 推 移か らす る と,こ の10年 間 で4.0倍 と著 し く増

加 して い る。 この 主 な 原 因 は,第1-1-11図 か ら 明 らか な よ うに電 報 ・電

話 支 出 の急 増(過 去10年 間 で4.6倍 の増 加)で あ る。

第1-1-12図 は,1世 帯 当 た りの通 信 関 係 支 出,全 消 費 支 出 をそ れ ぞれ

第1-1-10表 家計 におけ る通信情報 関係支出

区 別

郵 便

電 報 ・電 話

放 送

46年 実績

円

1,251

11,036

3,340

51年実績

円

3,Q41

26,876

5,380

55年 実績

円

3,386

48,897

7,474

56年

実 績

円

4,790

50,355

7,630

対 前 年増
△減率

%
41.5

3.0

2.1

全 消費支出
に占め

る割合

%

0。2

1.7

0.3

通信関係支 出
(計)

1・6271・ ・2975・7576・775団 ・ ・

授 業 料 等

交 通

印 刷 物

新 聞

24,081

19,083

10,003

8,707

51,068

36,149

19,024

17,247

79,024

53,173

23,624

23,474

82,517

56,271

23,644

25,652

4.4

5.8

0。1

9.3

2.9

2.0

0.8

0.9

全 消 費 支 出11・ ・4・699・ ・9…4・76・812・88・,163・ ・1

「家計調査年報」(総 理府統計局)に よる。

(注)1.各 支 出額は,一 世帯当た り年間(1～12月)支 出額であ る。

2.授 業料等 の54年 度以前の分類は,教 育であった。

3.印 刷物 とは,家 計調査年報 の教科書 ・学 習参考書,雑 誌,週刊誌,辞 書,

他の書籍,他 の印刷物の合計 である。
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第1-1-11図

7

6

5

4

3

2

1'

万
円0

1世 帯 当た り年間通信関係支出額

郵便支出

放
送支

出

電報

電
話支

出

4647484950515253545556
年

「家 計 調 査 年報 」(総 理 府 統 計 局)に よ る。

第1-1-↑2図1世 帯 当た り通 信 関 係 支 出及 び

全 消費 支 出

250

年 間通信関係支出
(実質1全 世帯)

200-

150

1。 … 一… 鯉 制 　 　 翠問全難 鶉

指
数 ～

0
1

4647484950515253545556
年

「家 計 調査 年 報 」 及 び 「消 費 者 物 価 指 数 年 報 」(総 理 府

統 計 局)に よ る。



第1章 通信及び情報化の現況 一19一

に対応する消費者物価指数で実質化 し,そ の推移を指数で比較 したものであ

り,通 信関係支出の伸びが著 しい。

2主 な 動 き

ア.電 気通信審議会の設置

電気通信行政の一層の公平かつ能率的な運営を図るため,57年10月1日,

郵政省に附属機関として電気通信審議会が設置され,こ れに伴い,従 来設け

られていた郵政審議会電気通信部会及び有線放送審議会が廃止された。

電気通信審議会は,近 年における我が国社会の情報化の進展に伴い,電 気

通信が国民生活及び国民経済に大 きな影響を及ぼすようになっていることか

ら,電 気通信行政に関する調査審議機関の充実強化を図 り,長 期的かつ総合

的な視点に立って施策を推進するため設けられたものである。

イ.デ ータ通信利用制度の改定

コンピー一タや電気通信技術の進歩,利 用動向の変化に対応し,デ ータ通

信の一層の発展を図るため,公 衆電気通信法の 一部を改正する法律(「行政

事務の簡素合理化に伴 う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の

廃止に関する法律」の一部として提出したもの。)が57年7月9日 成立 した。

改正の主な内容は,① 特定通信回線共同使用契約申込みの個別認可制の廃

止,② 公衆通信回線使用契約に係る電子計算機等の共同使用の制限の廃止,

③他人使用契約に係る特定通信回線 と他人の設置する電子計算機等との接続

の認容,④ 公衆通信回線と特定通信回線等との相互接続について一定の基準

に該当する場合の個別認可の廃止,な どであ り,57年10月23日 から施行され

た。

ウ.電 電公社の在 り方に関す る臨時行政調査会答申

臨時行政調査会は,57年7月30日,内 閣総理大臣に対して,国 の機構,制

度及び政策の全般について,中 長期的な展望に立った行政の在るべき姿,今

後の行政改革の基本的な方策を提示 した基本答申を提出した。

この中で,電 電公社関係については,①5年 以内に基幹回線部分を運営す
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る中央会社と地方の電話サービス等を運営する複数の地方会社 とに再編成す

ることとし,当 面,政 府が株式を保有する特殊会社に移行 させ る。なお,基

幹回線分野における有効な競争を確保するため,一 定の条件を満たせば新規

参入を認める,② 再編成までの間における合理化として,交 換手 等 運 用 部

門,保 守部門,電 報部門等について極力要員の合理化を図るほか,宅 内機器

部門,デ ータ通信設備サービス部門,保 守部門の一部等を分離する,な どと

なっている。

エ.国 際通信料金の引下げ

国際電電は,54年12月,55年7月,同10月 の料金引下げに続いて,56年 度

には4月1日 に,57年 度に入ってからは5月1日 に国際通信料金の引下げを

行った。

56年4月1日 の改定では,国 際通話料金を17～55%,国 際加入電信料金を

10～17%,国 際専用回線料金を電信級3～28%,音 声級6～46%そ れぞれ引

き下げた。

57年5月1日 の改定では,国 際通話料金について1～39%引 き下げるとと

もに,国 際ダイヤル通話の利用促進を図るため,国 際ダイヤル通話とオペレ

ータ扱いの番号通話 との間に原則として15%の 料金格差の設定,及 び我が国

と時差1時 間の範囲にある地域あて国際ダイヤル通話料金への夜間 ・日曜割

引制度の導入を行 った。また,国 際加入電信料金について8～23%,国 際デ

ーテル料金について8～11%そ れぞれ引き下げた。

オ.国 際公衆データ伝送サービスの開始

国際電電は,57年4月1日 から 「国際公衆データ伝送 サ ー ビス(略 称:

VENUS-P)」 を開始した。

このサービスは,量 的増大と質的多様化 ・高度化の著 しい国際間データ通

信の需要にこたえるため,我 が国と外国との間でコンビ凸一タ相互間,コ ン

ピュータ ・端末間,端 末相互間のデータ通信,デ ータ伝送等を行 うことを目

的とした公衆電気通信サービスであ り,57年9月 末現在,米 国,英 国,フ ラ

ンス,西 独,ス ペイン,ス イス及びカナダの7対 地 との間で取 り扱 っ てい
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る。

カ.イ ンマルサ ット・システムによる海事衛星通信サービスの開始

世界の船舶が通信衛星を利用した通信を行 うことができるよう,各 国が協

力 して創設 した国際海事衛星機構(イ ンマルサ ット)に よる海事衛星通信サ

ービスが57年2月1日 から開始された。

このサービスは,世 界的な海事衛星通信システムが完成するまでの暫定的

なシステムとして,米 国マリサ ット・ジョイソ トベソチャーが所有,運 用し

ていたマ リサ ットシステムを引き継いだものであるが,料 金及び提供条件が

大幅に改定 されるとともに,新 たなサービスとして,電 話網を利用 したファ

クシミリ伝送,デ ータ伝送等の取扱いが開始された。

キ.電 波法の一部改正

航海の安全の確保,外 交活動の円滑な推進,行 政事務の簡素合理化等のた

め,電 波法の一部を改正する法律が57年5月12日 成立 した。

改正の主な内容は,① 船舶において無線通信の業務に従事す る無線通信士

に関す る規定の整備,② 一定の条件の下で外国の大使館,公 使館又は領事館

の無線局への免許の付与,③ 一定の技術基準適合性が確保された市民ラジオ

無線局に対する免許の廃止,な どであり,① については政令で定める日,②

及び③については58年1月1日 か ら施行される。

ク.放 送法の一部改正

国民の多様な情報に対する要望にこたえ,テ レビジョン多重放 送 の実 用

化,外 国人等による放送会社の株式取得の制限等のため,放 送法の一部を改

正する法律が57年5月12日 成立 した。

改正の主な内容は,① テレビジョン音声多重放送及びテ レビジョン文字多

重放送をNHKの 業務に加えるなど,テ レビジ ョン多重放送実用化のための

必要な規定の整備,②NHKが,そ の業務に密接に関係す る事業に出資する

ことができるための規定の整備,③ 外国人等に対する放送会社の株式の取得

の制限,④ 災害の場合の放送事業者の義務の明確化,な どであ り,57年12月

1日 から施行される。
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ヶ.放 送の多様化に関す る調査研究会議の報告

郵政省は,新 しい放送メディアの登場 と放送に対す る視聴者の需要の変化

に伴って多様化しつつある放送サービスの在 り方について調査研究を行 うた

め,55年7月,学 識経験者等か らなる 「放送の多様化に関する調 査 研 究 会

議」を設けた。

同調査研究会議では,① 放送の多様化に関する課題,② 多重放送,衛 星放

送の在 り方等を中心に幅広 く検討を行い,57年3月,報 告書を取 りま とめ

た。

郵政省は,今 後この報告書の趣旨をも参考 とし,放 送の多様化施策を推進

していくこととしている。

コ.世 界コミーニケーション年に関する国連決議

国際連合では,1981年11月 の第36回総会において,1983年(58年)を 世界

コミュニケーション年(略 称:WCY)と することを決議 し,そ の主導機関

として国際連合の専門機関の一つである国際電気通信連合(以 下 「ITU」

とい う。)を指名 した。

世界コミーニケーショソ年は,コ ミーニケーシ ョソの発展に関す る政策の

深い考察及び分析を行 うための機会を提供す るとともに,通 信インフラス ト

ラクチャの発展を促進するため設けられたものである。

政府は,国 連決議を尊重 し,こ れに積極的に取 り組 む た め,57年9月10

目,内 閣総理大臣を本部長 とする 「世界コミ轟ニケーショソ年推進本部」を

設けるとともに,「世界コミュニケーション年国内委員会」の協力を 得てそ

の推進を図ることとしている。
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第2節 情報化の動向

1情 報化の把握 と情報流通セ ンサス

情報化の程度を定量的に把握する方法については,テ レビジョソ放送,新

聞,手 紙等個々のメディアごとに,各 々異なった基準を用いてその動向の分

析がなされている。

しか しな が ら,こ う した メデ ィア ご との動 向 の 分析 では,情 報 量 の総 体 的

計量 化 が で きず,ま た,メ デ ィア 間 に お け る相 関 関 係 を 把 握す る こ と も難 か

しい。 そ こで,こ の よ うな 点 を 明 らか にす る ため,郵 政 省 で は 「情 報 流 通 セ

ンサ ス 」(注)を実 施 してい る。 これ は,あ ら ゆ る メ デ ィアに よ る情 報 流 通 を共

通 の尺 度 で計 量 し,情 報 流 通 の 実態 を全 体 的 に把 握 しよ うとす る も の で あ

る。

以下,こ の調 査 結 果 に 従 って,45年 度 か ら55年 度 に か け て の 情報 化 の動 向

に つ い て述 べ る こと とす る。

(注)情 報流通セ ンサ ス

情報流通セ ンサスは,あ らゆる メデ ィアによる情報流通の量 を共通 の尺度で

計量 し,情 報流通の実態を情報流通量(供 給量,消 費量),情 報 流通距離量及

び情報流通 コス トとい う三つの要素 か らとらえよ うとす るものである。

計量方法 を定め るに 当た っては,次 の とお りい くつか の前提を置いている。

① 対象 は,郵 便(手 紙 ・はが き),電 報,電 話,デ ータ通信 テ レビジ ョン

放送,ラ ジオ放送,新 聞,書 籍,会 話,学 校教育,観 劇等第1-1-13表 に

掲げ る34種類 とす る。

② 各 メデ ィアの情報流通を,④ 言語 ⑤音楽,◎ 静止画,④ 動画 の4つ のパ

ター ンに分類 し,そ の間に 「換算比価 」(例 えぽ テ レビジ ョン放送1分 間の

情報量 ははが き何通分に相当す るか)を 設定す るとともに,各 メデ ィアに共

通 の単位 として日本語の1語 を基礎 とした ワー ドとい う単位 を設け,こ れに

よ りす ぺての情報量を換算集計す る。

③ 情報 の持つ 「意味」あ るいは 「価値」については計量 の対象 としない。

④ マス ・メデ ィア以外の メデ ィアでは供給情報量 はすべ て消費 され るもの と
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第1-1-13表 情報流 通センサ ス調査対象 メデ ィア

・デ,ア グルー プ 陣 副 ・ デ ・ ア

電

気

通

信

系

輸

送

系

空

聞

系

電 話

社 電 話① 公② 公 社 移 動 電 話

営 電 話③ 自 話④
自 営 移 動 電 話⑤
有 線 放 送 電

電 報 ⑥ 公 社 電 報

電 信

デ ー タ 通 信

フ ァ ク ミ リ

ラ ジ オ

テ レ ビ

郵 便

印 刷

⑦ 加 入 電 信
⑧ 自 営 電 信

⑨ 公 社 デ ー タ 通 信
⑩ 自 営 デ ー タ 通 信
⑪ 私 設 デ ー タ 通 信

⑫ 加 入 フ ァ ク シ ミ リ

⑬ 自 営 フ ァ ク シ ミ リ

⑭ ラ ジ ナ 伝 送
⑮*ラ ジ オ 放 送
⑯*有 線 ラ ジ オ 放 送

⑰ テ レ ビ 伝 送⑱
*テ レ ビ ジ ョ ソ 放 送

⑲*有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送

⑳ は が き
⑳ 手 紙⑳

*DM(ダ イ レ ク ト メ ー ル)

㊧*新 聞

⑳*書 籍⑳
*雑 誌

⑳*広 告 印 刷 物(チ ラ シ 等)一
録 音 ⑳*レ コ ー ド ・ テ ー プ

対 話

教 育

鑑 賞

⑳ 会 話

⑳*学 校 教 育
⑳*社 会 教 育

⑰*映
⑯*観
⑭*屋

画劇
・ ス ポ ー ツ

外 広 告 物

(注)*印 は マ ス ・メデ ィァ
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す る。

⑤ 情報流通 コス トは,情 報を流通 させ るために要 した経費 を表 し,情 報の生

産,処 理に要す る経費は含 まない。

2情 報流通 の動向

(1)情 報流通量の推移

情報流通量は,供 給情報量 と消費情報量に分けられる。供給情報量は供給

側が受信側に対 し,消 費可能な状態で提供 した情報総量であり,消 費情報量

は,そ れを実際に消費した情報総量である。

45年度を基準 とした情報流通量の推移は,第1-1-14図 のとお りで あ

る。

55年度における総供給情報量は,前 年度に比べ4.5%増 加 し,10年 前の45

年度の約1.9倍 となっている。輸送系 メディア及び空間系メデ ィアの伸びが

第1-1-14図 情報流通量の推移

(45年度=100)
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/瀦 報樋 以 ト
!!

総 供 給 情 報 量

//

∠/一 一一 一一==欝 欝 繋叢

0一
45
年度

505152535455
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低 い の に対 し,電 気 通 信 系 メ デ ィア の伸 び が 高 くな って い る。 電 気 通 信 系 メ

デ ィア の 中 で も,個 々の ウ ェ ー トは低 い も のの デ ー タ通 信 及 び フ ァ ク シ ミ リ

が大 き な伸 びを 示 して お り,新 しい メデ ィアの 増 加 が 目立 っ て い る。

55年 度 の総 供 給 情 報 量 の内 訳 を メデ ィア ・グル ー プ別 に み る と,テ レ ビ ジ

ョン放 送,ラ ジ オ放 送 等 の電 気 通 信 系 メデ ィア が97.5%と 圧 倒 的 に大 き な割

合 を 占め て お り,輸 送 系 メデ ィア,空 間系 メデ ィア の 割合 は それ ぞれL7%,

0・8%に す ぎ ない 。 電 気 通 信 系 メデ ィア の 中 で もテ レ ビジ ョン放 送 の 占め る

割 合 が 最 も大 き く,総 供 給 情 報 量 の76.3%を 占め て い る(第1-1-15図 参

照)。 こ う した こ とか ら,我 が 国 に お け る情 報 流 通 の実 態 を 供 給 面 か らみ る

と,電 気 通 信 系 メデ ィア が主 体 とな って お り,中 で もテ レビ ジ ョン放 送 が 中

心 的 な存 在 であ る こ とが 分 か る。

一方
,総 消 費情 報 量 につ い ては,情 報 を 消 費 す る人 口の 増 加 率 が 低 い こ と

や,テ レビ ジ ョン放 送,ラ ジ オ放 送 の 視 聴 時 間 が ほ ぼ 限 界 に きて い る こ と な

どか ら,こ こ数 年 微 増 に とど ま って い た が,55年 度 に お い て は 対 前 年 度 比

1.3%減 と初 め て 減 少 を示 した 。 これ は,総 消 費 情報 量 の57,2%を 占 め るテ

レ ビジ ョン放 送 の消 費 情 報 量 が 減 少 した こ とに よる 。

な お,55年 度 の総 消 費 情 報 量 は,45年 度 の約1.2倍 とな っ て い る。 これ を

メデ ィア別 にみ る と,空 間 系 メデ ィア で あ る会 話,学 校 教 育 が テ レ ビ ジ ョソ

第1-1-15図

45年 度

50

供給情報量 に占める各 メデ ィアの割合 の推 移

有線テレビ
ジョン放送1.8%
新 聞1.9%

テ レ ビ ジ ョン放 送76,7%

81.7%

54 76.7%

ラ ジオ放 送 そ の 他1 .9%1

7.7%

＼ 、ll「
、
、 ～睾}2.2%、 し亀

11.5%

13.5%1.1%

〆'Iu3.7%
,FII"11

.4%

16.8%-1.4%

55 76,3% 16.8%

4.0%
1.4%

L5%
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第1-1-16図 消費 情 報 量 に 占め る各 メデ ィア の 割 合 の 推移

有線 テレ
ビジ ョン放送1.3%
鰯1」・スポーッ1.8%

テ レビ ジ ョン放送52.5% 会 話27.1%

♂ 、

学校教育

12.1%

1
＼

、

口}lr

購葺≡

58.8% 22.3%1L4%

` 日旧

樵 ≡
58.3% 21.7%11.3%

「

57.2% 21.9%11.5%

ラ ジ オ 放 送0.9%

そ の 他4.3%

1.6%1
。4%1

.1%

一一3
.4%

2.8%1
,4%1

.1%

3,4%

3.0%1
.4%

1.1%

3,9%

第1-1-17図 情報 消費率の推移(全 メデ ィア)

情報

消
費
率

%

15
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7.6

7.2

45
年度

50 54 55

放送に次いで大 きな割合を占めてお り,情 報の消費に関しては,電 気通信系

であるテ レビジョン放送 と並んで,会 話,学 校教育といった空間系メデ ィア

が重要な役割を果たしているといえる(第1-1-16図 参照)。

(2)情 報消費率の推移

供給された情報の うち,ど の程度の情報が消費されたかを示す情報消費率
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(総 消費 情 報 量/総 供 給 情 報 量)は 年 々減 少 す る傾 向 に あ り,55年 度 は7,2%

とな った(第1-1-17図 参 照)。 この こ とは,テ レ ビジ ョン放 送,ラ ジ オ

放 送 とい った放 送 系 メデ ィアが 大 量 の マス 情 報 を 供 給 して い る反 面,こ れ に

対 応 す る人 的 ・時 間 的 消 費 能 力 が 頭 打 ち に な って い るた め で あ り,こ う した

傾 向 は今 後 も続 く もの とみ られ る。

(3)情 報 流 通 コス トの 推 移

情 報 流 通 コス トは 各情 報 流 通 メ デ ィア に お い て,発 信 点 か ら受 信 点 まで 情

報 を 流 通 させ る た め に 必要 な ネ ヅ トの経 費 で あ る。

55年 度 に お け る総 情 報 流 通 コス トは,対 前 年 度 比8.1%増 の33兆2,000億 円

とな り,45年 度 の約4,2倍 とな った(第1-1-18図 参 照)。 総 情 報 流 通 コス

トの約7割 を 占め る空 間系 メデ ィア の対 前年 度伸 び 率 が54年 度 のそ れ を 下 回

った た め,55年 度 に お い て は全 体 と して54年 度 の対 前年 度 伸 び 率14.6%を 下

回 る結果 とな った。 しか しな が ら,電 気 通 信 系 メデ ィア に つ い て は,デ ー タ

第1-1-18図
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通 信,フ ァ ク シ ミ リ等 の供 給 情 報 量 が大 幅 に増 加 した こ とに伴 い,情 報 流通

コ ス トの 対 前年 度伸 び率 も増 加 し
,55年 度 に おい ては 総情 報 流 通 コ ス トに 占

め る電 気 通 信系 メデ ィア の割 合 が 若 干増 加 す る こ と とな った。

(4)情 報 流 通 距離 量 と情 報 流 通 単 位 コ ス トの 推 移

第1-1-19図 は,主 な メデ ィア につ い て縦 軸 に情 報 流 通 距 離 量 を,横 軸

に 情 報 流 通 単位 コス トを と り,45年 度か ら55年 度 まで の推 移 を み た もの であ

る。55年 度 に お け る総 情 報 流 通 距 離量(消 費 情 報 量 ×流 通 距 離)は 総 消費 情

報 量 の 減 少 に よ り,前 年 度 に 比 べ1,0%減 少 した。 これ は45年 度 の約1.4倍 で

あ る。 また,情 報 流 通 単 位 コス ト(情 報 流 通 コス ト/情 報 流 通 距 離 量)は 全

メ デ ィア平 均 で45年 度 の約3.0倍 とな っ て い る。 これ は 消費 情 報 量 の頭 打 ち

に よ り情 報 流 通 距離 量 が さほ ど伸 び て い な い のに 対 し,情 報 流 通 コス トが45

1018

10エ7

情1016

藷

轟1・'5

蟹
1014

1013

1012

1011

ワー ド・km

1010

第1-1-19図

凡例:

テ レビジョン放送

鳶

情報流通距離量 と情報流通単位 コス ト

(主要 メデ ィア)

雑誌

嘔/
新聞

ラジオ放送

自営データ通信

会話
! 学校教育

一

社会教育

公社電話手紙

ノ

はがき

自営ファクシミリ

跳_一 ・・べ
(加入ファクシミリは50年度から)

ダイ レク トメ ール

公社データ通信

＼
公社電報

10-810-71r610-51(　 410-310-2

円/ワ ー ド・㎞ 情報 流通 単 位 コス ト

10-11.0101工02
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年 度 の約4・2倍 に も達 して い る こ とに よる。 しか しなが ら,各 メ デ ィアの 情

報 流通 単 位 コス トを み る と,45年 度 に 比べ 下 が っ て い る メデ ィアが 幾 つ か あ

り,こ れ ら はす べ て 電気 通 信 系 メ デ ィア で あ り,空 間 系 メデ ィア,輸 送 系 メ

デ ィア の 中 には この よ うな傾 向 を示 す メデ ィア は見 当 ら ない 。 電 気 通 信 系 メ

デ ィア の 中 で も公 社 電報 や公 社 電 話 の よ うに,45年 度 以 降 も引 ぎ続 き単 位 コ

ス トが 上 昇 して い る メデ ィアが 存 在 す る一 方,近 年 急 速 な発 展 を 遂 げ て い る

デ ー タ通 信 や フ ァ ク シ ミリ とい った メ デ ィアの 単 位 コス トの伸 び が か な り小

さ い とい うこ とは,こ れ ら の メデ ィア に お け る コス ト面 で の 優 位 性 を 示 す も

1017

1016

1015

1014

牽

覆1・・3

馨

墾1・12

亨 、。・1

さ

1010

109

108
108

第1-1-20図 メデ ィア別 供給情報量 の変化
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(注)加 入 フ ァ ク シ ミ リ の 横 軸 は50年 度 値 。
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のである。

(5)情 報化の展望

これまでみたように,我 が国における情報流通の実態は,量 的側面からみ

る限 り,テ レビジョン放送,ラ ジオ放送といった放送系メディアによるマス

情報の大量供給と,情 報能力の限界からくる情報消費率の低下 という形で進

んできた。

今 日我々は,消 費を上回る大量の情報が供給されてい る状 態 を 「情報洪

水」 とか 「情報過多」と呼ぶ場合があるが,こ うしたギャップの拡大は社会

の停滞を意味するものではない。現代は常に大量の情報がオーパーフローし

て存在する社会なのである。そして,情 報消費率の低下は情報の量に対する

価値を相対的に低下させ,質 的に充実 した情報に対する強い欲求 を 生 み だ

す。マス情報 よりはパーソナルな情報を,一 般情報 よりはより専門的情報が

求められているのである。

そこでは,個 々の求めに応じて必要 とされる情報をタイムリーに伝送する

情報通信メディアの存在が欠かせない。第1-1-20図 は供給情報量の変化

をメデ ィア別にみたものである。テレビジョン放送,ラ ジオ放送等に対 し,

データ通信,フ ァクシミリといったメディアが急速な伸びを示 しているのが

特徴的である。

第3節 諸外国における通信政策及び

事業運営をめ ぐる動向

1米 国通信法改正の動向

米 国 の通 信 法 は,1934年 に 制定 され 現 在 まで 至 って い るが,近 年,議 会 に

お い て,同 法 を 改正 す る動 きが活 発 化 して きて い る。

こ うした 中 で,上 院 では1981年4月,パ ック ウ ッ ド商 務 ・科 学 ・運輸 委 員

会 委 員 長 らが 中 心 とな り,「1981年 電 気 通 信 の競 争 及 び 規 制 緩和 法 案 」(以 下
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「81年通信法案」とい う。)を作成 し,法 案は同年7月 に同委員会を通過し・

さらに10月本会議において可決された。

また,上 院では1982年5月,ゴ ール ドウォーター議員が提出 した米国にお

ける国際電気通信の規制緩和を 目的とした 「1982年国際電気通信規制緩和法

案」が商務 ・科学 ・運輸委員会に付託されたが,そ の後同委員会の通信小委

員会で公聴会が行われた結果,81年 通信法案と重複する条項を削除するなど

の修正が加えられ,法 案の名称も 「1982年国際電気通信法案」 とな り,8月

下旬同委員会へ再提出された。その主な内容は,①FCCは,本 法施行後30

日以内に国際通信サービスを規制又は非規制対象とすべきものに分類す るこ

と,② 国内及び国際の両サービスを提供する通信事業体は別個のものとして

扱い,両 者は国内と国際の相互接続について他の通信事業者を平等に扱わな

ければならないこと,③ 米国の電気通信 ・情報政策を総合的かつ一貫性をも

って推進す るための特別委員会を大統領府の下に設置すること,④ コムサ ッ

トに対し 「1962年衛星通信法」により規制されている条件を緩和し,直 接ユ

ーザへの業務提供を認めること,な どである。

一方,下 院では1981年12月,エ ネルギー ・商務委員会の ワース電気通信小

委員会委員長が通信法第H編(公 衆電気通信事業者編)の 改正を 目的 とした

法案を発表 した。同法案は,上 院の81年通信法案と同様にAT&Tに 対 し分

離子会社を通 じて非規制分野への参入を認めているものの,そ の参入条件は

上院よりも厳 しい内容となっている。法案は,1982年1月 の司法省・AT&T

の反 トラス ト訴訟和解合意に伴い,こ の和解条件に関する内容について一部

修正され,同 年3月,電 気通信小委員会で可決された。その後,法 案はエネ

ルギー ・商務委員会に上程 されたが,AT&Tの 反対等により1982年7月 に

取 り下げられ,同 委員会での審議は中止された。このため,当 面,上 ・下両

院の通信法改正法案が成立する可能性は薄 くなった。

2司 法 省 ・AT&T反 トラス ト訴訟 の和解

米 国 司 法 省 は,1974年11月,AT&T,ウ ェ ス タ ン ●エ レ ク ト リ ッ ク 社(W
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E)及 び ベ ル電 話 研 究所 を反 トラス ト法違 反 のか どで ワシ ン トンD.C.連 邦

地方 裁 判 所 に提 訴 した 。 司 法 省 は,こ の訴 訟 でベ ル ・シス テ ムか らのWEの

分 離,AT&T長 距 離 回線 部 門 とベ ル系 電話 運 用 会 社(BOC's)の 分 離及 び

ベ ル 電 話 研 究 所 の 分離 を求 めた
。 そ の 後,司 法 省 ・AT&T間 で激 しい法

廷 闘 争 が 行 わ れ,1981年1月 か ら公 判 が開 始 され る と と もに,議 会 での 通信

法 改 正 の 動 きや政 府か らの訴 訟取 下 げ要 求 等 か ら,両 者 間 で和 解 の動 きが み

られ た が,上 院 の81年 通信 法 案 が 可 決 され た後,司 法 省 は和 解 の意 向を 撤 回

した。

しか し,司 法 省 は,1982年1月8日,1956年 同意 審 決 を修 正 す る とい うか

た ち でAT&Tと 合 意 に 達 し,1974年 のAT&T反 トラス ト訴 訟 の取 下

げ を発 表 した 。 これ に 伴 い 両 当事 者 は,ワ シ ン トソD.C.連 邦地 方 裁 判 所 に

本 訴 訟 の取 下 げを 要 請 し,同 裁 判 所 は こ の和 解 が 公共 の利 益 に 合 致す るか に

つ い て広 く コメ ン トを 求 め 審 査 した結 果,1982年8月,和 解 内 容 を一 部 修 正

す る こ とを条 件 と して,こ れ を 基本 的 に受 諾 した 。 司 法 省 とAT&Tは,

この 修 正条 件 を受 け入 れ,8年 越 しの反 トラス ト訴訟 は終 結 し,こ れ に伴 い

1956年 同 意 審 決 は 無効 とな り,新 同 意 審 決が 発 効 し,AT&Tが 高 度 通 信

サ ー ビス に 参 入す る道 が 開 か れ る こ と とな っ た。 新 同 意審 決 の主 な 内 容(審

決 自体 に 明示 され て い な い も のを 含 む 。)は,次 の とお りであ る。

①AT&Tは,22のBOC'sをAT&Tか ら分離 す る。

②AT&Tは,長 距 離i回線部 門,製 造 部 門 のWE及 び研 究 開 発 部 門 の

ベ ル電 話 研 究 所 を 引 き続 き所 有 す る。

③AT&Tは,デ ー タ処理 ・通 信 分 野 へ の参 入 及 び 宅 内機 器 の販 売 を

許 され る。

④BOC'sは,AT&Tの 長 距 離 回 線 部 門 だ け で な く,す べ て の長 距 離

通 信事 業者 に対 し同 じ条 件 でBOC'sの 回線 を利 用 させ る。

⑤BOC'sは,電 話機 及 び 事 務 所 用交 換 台 の提 供 等,収 益 の見 込 まれ る

市 場 に 参入 で き る。

⑥BOC'sは,多 大 な 広 告 収 入 が 得 られ る 職 業 別 電 話 帳(イ エ ロ ー ・ぺ
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一 ジ)を 発 行 で き る。

⑦AT&Tは,自 社 の伝 送 施 設 を 用 い ニ ュー ス,生 活 情 報,広 告 宣 伝

の収 集,編 集,配 布 等 の エ レク トロ ニ ック ・パ ブ リ ッシ ン グの提 供 を 今

後 少 な くと も7年 間 禁 止 され る。

⑧ ベ ル ・シス テ ム の組 織 再 編 成 は,AT&Tと 司法 省 に よ って の み 実

施 され る もの で は な く,BOC'sの 財 政 的 な基 盤 を確 立 させ る 意 味 か ら

も分 離 す る各段 階 で再 吟 味,承 認 が 必 要 で あ り,裁 判 所 が 監 督 す る。

3英 国における電気通信事業の自由化の動向

英国では,1981年7月,英 国郵便電気通信公社(BPO)の 分離及び電気通

信回線 ・端末機器の自由化を骨子 とした 「英国電気通信公社法(BT法)」 が

成立した。

BPOの 分離については,同 年10月 に実施され,英 国電気通信公社(BT)

及び郵便公社は,そ れぞれ業務を開始 した。その後,政 府は,1982年7月 に

英国経済の活性化を図るため,BTの 民営化を発表 し,こ れに 関連する法案

を11月 に議会へ上程することとしている。

電気通信回線の自由化については,政 府は1981年7月 末,段 階的に実施す

る旨を発表した。

① 第1段 階(1981年10月1日 以降)

BTが1982年4月1日 までに提供 していない,又 は提供する見込みの

ない付加価値通信サービスを提供す る民間事業者に対 し免許を与える。

② 第2段 階(1982年 初以降)

BTの 回線を使用 して実質的な付加価値を付したサービスであれば,

BTと 競合 したサービスを提供できる免許を民間事業者に与える。ただ

し,民 間事業者がBTの 回線を単に第三者に再販売すること及び国際回

線の自由化は当面認めない。

また,産 業省は,BT回 線の自由化にとどまらず,1982年2月,か ねてか

らケープル ・アンド・ワイヤレス社(C&W),ブ リティシュ ・ペ トロリァ



第1章 通信及び情報化 の現況 一35一

ム社,バ ー ク レー銀 行 の コ ン ソ ー シ ャム(共 同 企 業体)が 申請 して い た 通信

網 建 設 計 画(マ ー キ ュ リー計 画)に っ いて,免 許 を与 えた 。 同 計 画 で は,主

要 都 市 間 を 光 フ ァイ バ ケ ー ブル で結 ぶ デ ィジ タル 網 を建 設 し,企 業 向 け に音

声,デ ー タ伝 送 用 の デ ィジ タル専 用 回 線 サ ー ビス を1983年 頃 か ら ロ ン ドン市

内 で提 供 し,そ の 後 主 要 都市 へ拡 大 す る こ とに な っ て い る。 産 業 省 の与 えた

免 許 内容 は,① 免 許 期 間 を25年 間 とす る,② マ ーキ ュ リー網 とBTの 国 内公

衆 通 信 網 及 び 国 際 専用 回線 との相 互 接 続 を 認 め る,③BTの 通 信網 使 用 等 に

つ い てBTへ の ロイ ヤ リテ ィの支 払 義 務 を 課す ,と い うもの で あ る。

一方
,BTは,米 国 の ダ イ ヤル コ ム社 と業 務 提 携 し,19B2年3月 か ら子 会

社 を 通 じて メイ ル ボ ッ クス,テ キ ス ト編 集,デ ー タ ・フ ァイ ル等 の エ レ ク ト

ロニ ック ・メ ール ・サ ー ビスを 開 始 した 。 さら に,BTは,米 国 のサ テ ライ

ト ・ビ ジネ ス ・シ ス テ ム ズ社(SBS)と 共 同 して,英 米 問 に デ ー タ,画 像伝

第1-1-21表 英国電気通信 公社 をめ ぐる自由化等の経緯

年 則 事 項

1969.10

1975.11

1977.7

1978.7

1979,5

1979.9

1980.7

9

11

1981.1

7

10

11

】982.2

7

郵便電気通信公社(BPO)発 足

産業 大臣,BPOの 組織及 び事業全般を見直す ため カーター委員会設

立

カーター委員会,BPOの 分離及び端末機器 の自由化等を勧告

産業 省,rBPOに 関す る白書」発表

保守党政権 誕生

政府,郵 便 及び電気通信事業の改善案を発表

産業大臣,付 加価値通信サ ービスの提供及 び端末機器の自由化に関す

る覚書 を議会に提 出

産業大臣,付 加価値通信サ ービス自由化 の影響について ビース レイ教

授 に調査委託

産業 省,「英 国電気通信公社法(BT法)」 を議会に上程

ビース レイ教授,回 線使用の大 幅な自由化等を提案

rBT法 」成立

英 国電気通信公社(BT)及 び郵便公社発足

産業 省,端 末機器 の自由化計画 を発表

産業 省,マ ーキ ュ リー計画認 可

産業大臣,BTの 民営化を発表
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送等のディジタル網サービスの提供を計画 してお り,回 線の自由化に向けて

積極的な施策を展開 している。

端末機器の自由化については,政 府は1981年11月 にその実施計画を発表

し,今 後3年 間にそのほ とんどを自由化することとしている。なお,端 末機

器の技術基準に関しては,英 国規格協会(BSI)が 作成 し,認 定機関には英

国電子技術承認庁(BEAB)が 当たることになっているが,技 術基準が設定

できるまでの間は,暫 定的にBTが 端末機器の認定を行っている。

4フ ランスの放送事業に関す る動向

フ ラ ンス では,1969年 以 来,放 送 問題 は大 統 領選 挙 に お け る主 要 な 論 争 点

で あ り,ジ ス カ ール政 権 誕 生 に よ りフ ラ ンス の放 送事 業体 は,1975年1月 以

降 フ ラ ンス放 送 協 会 の独 占か ら,ラ ジオ 放送 が ラジ ナ ・フ ラ ンス,テ レ ビ放

送 が フ ラン ス ・テ レビ1(TF1),ア ンテ ナ2(A2),フ ラ ンス ・レジ ョン

(FR3),送 信 担 当 公社,視 聴 覚 研 究 所 及 び 番 組 製 作 会 社 の7事 業 体 に 分

割,運 営 され て い た 。

そ の後,1981年5月 に ミッテ ラ ン政 権 が 誕 生 し,政 府 は7月,放 送 制 度 の

改 革を 目的 と して モ ワ ノ委 員 会 を設 置 し,同 委 員 会 は10月 に放 送事 業 の 規 制

監 督 と運 営 体 制 を 全面 的 に改 め る こ とを勧 告 した 報 告 を行 った 。

政 府 は,こ の勧 告 に基 づ き,1981年11月,私 設 ロ ー カル ・ラ ジオ(自 由 ラ

ジ オ)の 運 営 を 特例 と して認 め る法 律 を制 定 し,1982年1月,政 令 が 施 行 さ

れ,7月 現 在20局 の 私設 ラジ オ局 が 放 送 を行 って い る。

さ らに,政 府 は,1982年4月 に 新 放 送 法 案 を議 会 に 提 出 し た 。 同 法 案 で

は,公 共 放 送 業 務 の 独立 性 の保 障 を 任 務 とす る 視聴 覚最 高機 関 の 創 設 ,最 高

機 関 と政 府 の諮 問 機 関 と して,視 聴 覚 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン政 策 に 関 す る提 案

を行 う こ とを 任 務 とす る視 聴 覚 コ ミ凸 ニ ケ ー シ ョン全 国評 議 会 の設 置及 び 公

共 放 送 関係 事 業 体 の 改組 等(ラ ジオ放 送 担 当事 業 体,第1テ レ ビ担 当事 業 体,

第2テ レ ビ担 当 事 業体,地 域 テ レ ビ担 当 事 業 体,海 外 局担 当事 業 体,テ レ ビ

番 組 制 作会 社,視 聴 覚 コ ミ_ニ ケ ー シ ョン研究 所,送 信 担 当事 業 体,海 外
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活 動 担 当事 業 体 の9事 業 体)が 規定 され てい る。 法案 は,1982年7月 に成 立

し,同 法 は 同 月末 か ら施 行 され た。 こ の結 果,現 在 フ ラン ス の放送 事 業 は,

視 聴 覚 最 高機 関,視 聴 覚 コ ミ_ニ ケー シ ョン全 国 評議 会 及 び 九 つ の 公共 放 送

関 係 事 業 体 に よ り運 営 され て い る。


